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百
八
十
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六
年
十
一
月
十
日
付
け
宮
城
県
告
示
第
七
百
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七
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家
畜
、
又
は
そ
の
死
体
若
し
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家
畜
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そ
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あ
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物
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付
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〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
八
十
五
号

　

令
和
六
年
十
一
月
十
日
付
け
宮
城
県
告
示
第
七
百
十
七
号
で
指
定
し
た
家
畜
、
又
は
そ
の
死
体
若
し
く
は
家
畜
伝
染

病
の
病
原
体
を
ひ
ろ
げ
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
品
の
移
動
、
移
入
及
び
移
出
の
禁
止
区
域
を
令
和
六
年
十
二
月
八
日
付
け

で
解
除
し
た
。

　
　

令
和
六
年
十
二
月
十
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
八
十
六
号

　

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

　
　

令
和
六
年
十
二
月
十
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
百
九

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
第
三
号
の
表
株
式
会
社
青
森
銀
行
の
項
中
「
株
式
会
社
青
森
銀
行
」
を
「
株
式
会
社
青
森
み
ち
の
く
銀
行
」

に
改
め
、
同
表
株
式
会
社
み
ち
の
く
銀
行
の
項
を
削
る
。

　

別
表
第
二
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

七　

株
式
会
社
青
森
み
ち
の
く
銀
行

　

別
表
第
二
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
三
十
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
六
年
十
二
月
十
七
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量

　

１�　

凍
結
防
止
剤
（
粒
状
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
標
準
、
十
ト
ン
車
以
下
、
宮
城
県
北
部
土
木
事
務
所
管
内
分
）（
単

価
契
約
）　

一
千
五
百
ト
ン

　

２�　

凍
結
防
止
剤
（
液
状
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
八
ト
ン
車
以
下
、
宮
城
県
北
部
土
木
事
務
所
管
内
分
）（
単
価
契

約
）　

二
十
六
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
北
部
土
木
事
務
所　

宮
城
県
大
崎
市
古

川
旭
四
丁
目
一
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
六
年
十
一
月
六
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地

　

１　

一
の
１
の
購
入
物
品　

株
式
会
社
東
日
本
ソ
ル
ト　

仙
台
市
宮
城
野
区
日
の
出
町
三
丁
目
三
番
二
十
号

　

２　

一
の
２
の
購
入
物
品　

株
式
会
社
ハ
イ
ウ
エ
イ
と
う
ほ
く　

仙
台
市
泉
区
永
和
台
三
十
五
番
一
号

五　

落
札
金
額

　

１　

一
の
１
の
購
入
物
品　

三
十
七
円
（
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
）

　

２　

一
の
２
の
購
入
物
品　

六
十
二
円
（
一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
六
年
九
月
二
十
四
日

公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
16号

　
宮
城
県
公
安
委
員
会
に
お
け
る
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
６
年
12月
17日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
佐
藤
　
勘
三
郎
　
　

　
　
　
宮
城
県
公
安
委
員
会
に
お
け
る
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
則

　
（
目
的
）

第
�1
条
　
こ
の
規
則
は
、
宮
城
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。）
に
お
け
る
行
政
文
書
の
管
理
及

び
取
扱
い
（
以
下
「
管
理
等
」
と
い
う
。）
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
行
政
文
書
の
適
正
な
管

理
等
を
確
保
し
、
も
っ
て
事
務
の
適
正
か
つ
能
率
的
な
遂
行
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
（
定
義
）

第
�２
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
「
行
政
文
書
」
と
は
、
公
安
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員
並
び
に
宮
城
県
警
察
の
職
員

（
以
下
「
職
員
等
」
と
い
う
。）
が
、
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
に
お
い
て
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文

書
（
図
面
、
写
真
、
フ
ィ
ル
ム
及
び
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認

識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。）
を
含
む
。）
で
あ
っ
て
、
職
員
等
が
組
織
的
に
用
い
る

も
の
と
し
て
、
公
安
委
員
会
又
は
宮
城
県
警
察
本
部
長
（
以
下
「
本
部
長
」
と
い
う
。）
が
保
有
し
て
い
る
も
の
を

い
う
。
た
だ
し
、
新
聞
、
書
籍
そ
の
他
不
特
定
多
数
の
者
に
販
売
す
る
目
的
と
し
て
発
行
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。

　
（
文
書
の
種
類
）

第
３
条
　
行
政
文
書
の
種
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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⑴
�　
公
安
委
員
会
規
則
　
公
安
委
員
会
が
、
警
察
法
（
昭
和
29年

法
律
第
162号

）
第
38条

第
５
項
の
規
定
に
よ
り

定
め
る
も
の

　
⑵
�　
公
安
委
員
会
規
程
　
公
安
委
員
会
が
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
、
公
安
委
員
会
規

則
以
外
の
も
の

　
⑶
�　
公
安
委
員
会
指
令
　
公
安
委
員
会
が
、
そ
の
権
限
に
よ
り
、
特
定
の
個
人
、
法
人
及
び
団
体
か
ら
の
申
請
、
願

出
等
に
対
し
、
許
可
、
認
可
若
し
く
は
承
認
を
す
る
も
の
又
は
法
令
の
規
定
に
よ
り
指
示
若
し
く
は
命
令
を
行
う

も
の

　
⑷
�　
公
安
委
員
会
告
示
　
公
安
委
員
会
が
、
そ
の
権
限
に
よ
り
処
分
し
、
又
は
決
定
し
た
事
項
を
一
般
に
公
示
す
る

も
の

　
⑸
�　
そ
の
他
の
文
書
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
も
の

　
（
行
政
文
書
の
保
有
）

第
４
条
　
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
は
、
次
に
掲
げ
る
文
書
と
す
る
。

　
⑴
�　
公
安
委
員
会
の
会
議
録
（
公
安
委
員
会
の
会
議
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
行
政
文
書
で
あ
っ
て
、
公
安
委
員
会
が

会
議
録
と
併
せ
て
保
有
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
た
も
の
を
含
む
。）

　
⑵
　
警
察
法
第
43条
の
２
の
規
定
に
よ
る
監
察
の
指
示
等
に
関
す
る
行
政
文
書

　
⑶
　
警
察
法
第
79条
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
申
出
等
に
関
す
る
行
政
文
書

　
⑷
　
公
安
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員
が
直
接
作
成
す
る
行
政
文
書

　
⑸
　
前
４
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
安
委
員
会
が
自
ら
保
有
す
る
こ
と
を
必
要
と
認
め
た
行
政
文
書

２
�　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
以
外
の
行
政
文
書
は
、
本
部
長
が
保
有
す
る
も
の
と
す
る
。

　
（
文
書
管
理
者
）

第
�５
条
　
前
条
の
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
（
以
下
「
公
安
委
員
会
保
有
文
書
」
と
い
う
。）
の
管
理
事
務

を
行
う
た
め
、
宮
城
県
警
察
に
文
書
管
理
者
を
置
き
、
宮
城
県
警
察
公
安
委
員
会
補
佐
室
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

２
�　
文
書
管
理
者
は
、
公
安
委
員
会
保
有
文
書
の
管
理
等
に
つ
い
て
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
適
正
か

つ
円
滑
に
行
う
も
の
と
す
る
。

　
（
行
政
文
書
の
分
類
整
理
）

第
�6
条
　
能
率
的
な
事
務
又
は
事
業
の
処
理
及
び
行
政
文
書
の
適
切
な
保
存
に
資
す
る
よ
う
、
公
安
委
員
会
保
有
文
書

に
つ
い
て
、
単
独
で
管
理
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
を
除
き
、
相
互
に
密
接
な
関
連
を
有
す
る
行
政

文
書
（
保
存
期
間
を
同
じ
く
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）
を
一
の
集
合
物
（
以
下
「
文
書
フ
ァ
イ
ル
」

と
い
う
。）
に
ま
と
め
る
も
の
と
す
る
。

２
�　
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
事
務
及
び
事
業
の
性
質
、
内
容
等
に
応
じ
て
行
政
文
書
を
系
統
的
に
分

類
し
、
分
か
り
や
す
い
名
称
を
付
す
る
と
と
も
に
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
を
設
定
す
る
も
の
と
す

る
。

　
（
保
存
期
間
）

第
�７
条
　
公
安
委
員
会
保
有
文
書
の
保
存
期
間
の
設
定
は
、
文
書
の
種
類
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
期
間
を
基

準
と
し
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
⑴
　
公
安
委
員
会
の
会
議
録
　
３
年

　
⑵
　
監
察
の
指
示
等
に
関
す
る
行
政
文
書
　
５
年

　
⑶
　
苦
情
の
申
出
等
に
関
す
る
行
政
文
書
　
３
年

　
（
廃
棄
・
移
管
）

第
�８
条
　
文
書
管
理
者
は
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
公
安
委
員
会
保
有
文
書
（
第
９
条
の
規
定
に
よ
り
保
存
期
間
を
延

長
す
る
文
書
を
除
く
。）
に
つ
い
て
、
適
切
に
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
�　
文
書
管
理
者
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
保
存
期
間
が
満
了
す
る
前
に
お
い
て
も
廃
棄
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。

３
�　
文
書
の
廃
棄
は
、
原
則
と
し
て
文
書
フ
ァ
イ
ル
単
位
に
行
う
も
の
と
し
、
裁
断
、
溶
解
、
焼
却
等
文
書
が
復
元
で

き
な
い
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４
�　
前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
公
安
委
員
会
保
有
文
書
に
つ
い
て
、
歴
史
的
又
は
文
化

的
価
値
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
宮
城
県
公
文
書
館
に
移
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
�　
文
書
管
理
者
は
、
行
政
文
書
を
廃
棄
又
は
移
管
（
以
下
「
廃
棄
等
」
と
い
う
。）
し
た
場
合
は
、
廃
棄
等
し
た
文

書
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
フ
ァ
イ
ル
名
、
保
存
期
間
満
了
日
、
廃
棄
等
の
区
分
、
廃
棄
等
の
日
等
を
記
載
し
た
廃
棄
・

移
管
簿
を
作
成
し
、
廃
棄
等
の
状
況
を
記
録
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

　
（
保
存
期
間
の
延
長
）

第
�９
条
　
文
書
管
理
者
は
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
公
安
委
員
会
保
有
文
書
に
つ
い
て
、
職
務
遂
行
上
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
一
定
の
期
間
を
定
め
て
当
該
保
存
期
間
を
延
長
で
き
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
延
長
に
係
る
保
存
期
間
が
満
了
し
た
後
に
こ
れ
を
更
に
延
長
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２
�　
文
書
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
公
安
委
員
会
保
有
文
書
に
つ
い
て
は
、
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
後
に
お
い
て
も
、

そ
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
期
間
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
保
存
期
間
を
延
長
す
る
も
の
と
す
る
。

　
⑴
　
現
に
監
査
、
検
査
等
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
も
の
　
当
該
監
査
、
検
査
等
が
終
了
す
る
ま
で
の
間

　
⑵
�　
現
に
係
属
し
て
い
る
訴
訟
に
お
け
る
手
続
上
の
行
為
を
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
も
の
　
当
該
訴
訟
が

終
結
す
る
ま
で
の
間

　
⑶
�　
現
に
係
属
し
て
い
る
不
服
申
立
て
に
お
け
る
手
続
上
の
行
為
を
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
　
当
該
不
服

申
立
て
に
対
す
る
裁
決
又
は
決
定
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
間

　
⑷
　
開
示
請
求
が
あ
っ
た
も
の
　
開
示
決
定
等
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
間



（5）　令和６年12月17日　火曜日 第562号宮　　城　　県　　公　　報

正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
五
二
一
号
（
令
和
六
年
七
月
二
十
三
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

一

段下

行
後
か
ら

九　
　

正

岩
月
千
岩
田

　
　
　
　
　
　
　

誤

岩
千
岩
田

　
（
委
任
）

第
�10条
　
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
本
部
長
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
本
部
長

が
定
め
る
。

　
（
補
則
）

第
�11条
　
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
行
政
文
書
の
管
理
等
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
宮
城
県
警
察
に
お
け
る
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
定
め
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
７
年
１
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
行
政
文
書
管
理
規
則
の
廃
止
）

２
　
行
政
文
書
管
理
規
則
（
平
成
13年
宮
城
県
公
安
委
員
会
規
則
第
７
号
）
は
、
廃
止
す
る
。


